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「オンライン資格確認」システムの導入について 

 

 平素は本会事業の推進に際し、ご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、オンライン資格確認の運用は、令和３年 10 月から開始されております。 

５月 15 日時点でオンライン資格確認に必要な「顔認証付きカードリーダー」を申し込んだ

医療機関は、診療所 45.9％、病院 78.9％です。また、マイナンバーカードの普及率は、全人

口の 44％で、そのうち健康保険証として利用申込を行った方は 15.3％であります。 

本会としては、マイナンバーカードの健康保険証利用が国民に普及していない段階で、オン

ライン資格確認システムの導入を原則義務化することは、あまりにも拙速と考えており、日本

医師会に対して、現状において導入義務化は困難である旨、お伝えしておりますが、政府は骨

太の方針２０２２で、唐突に令和５年４月からオンライン資格確認システムの導入を「原則義

務化」し、６年度中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指す方針を示しまし

た。 

現時点で示されている費用補助の期限までにシステム導入を完了するためには、遅くとも

９月頃までに顔認証付きカードリーダーの申込が必要となります。加えて、世界的な半導体不

足の影響や、システム改修が年度末に集中すると混雑して事業者が対応できない可能性もあ

りますので、オンライン資格確認の導入を検討している医療機関はなるべく早めに申込を行

っていただきますようお願いいたします。 

 

また、顔認証付きカードリーダーの無償提供およびシステム改修費を補助する「オンライン

資格確認の導入補助」については、別表のとおり、「令和５年３月 31 日」までに導入を完了

する必要があり、補助金の申請期限は「令和５年６月 30 日」までとなっています。 

 

なお、令和４年度診療報酬改定により「電子的保健医療情報活用加算」が新設され、オンラ

イン資格確認システムの導入医療機関〔電子情報処理組織（光ディスク等を用いた診療報酬請

求を除く）を使用した診療報酬請求を行っている医療機関〕において、オンライン資格確認シ

ステムを通じて患者の情報等を取得した場合、月１回に限り、初診時７点、再診時４点が算定

できます。初診で「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から

当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等」は、令和６年３月 31 日までの間に限り、

月１回に限り３点が算定できるとされております。 

 

つきましては、貴会におかれましてもご了知頂き、貴会会員へご周知賜りますようお願い申

し上げます。 
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